
提案者名

１　選定委員会委員評価項目及び評価基準

やや やや

配点 満足 不十分

× × × × ×

1.0 0.8 0.6 0.3 0

業務を適正に遂行できる専門知識があるかど
うか。

5 5 4 3 1.5 0

業務を適正に遂行できる実施体制であるかど
うか。

10 10 8 6 3 0

業務実績
当該業務と類似事業で十分な実績があるかど
うか。(官民の事業を問わない。)

10 10 8 6 3 0

本業務の主旨を理解し、企画内容に反映した
提案かどうか。

10 10 8 6 3 0

情報発信について、素材発掘、広告制作、発
信媒体など、創意・工夫・独創性に富んだ提
案かどうか。

15 15 12 9 4.5 0

イベントの企画・運営について、当市図書館
のコンセプトを踏まえ、それぞれの施設の魅
力発信を期待できる提案かどうか。

15 15 12 9 4.5 0

情報発信において、著作権や肖像権など、個
人の権利利益の保護に留意した提案かどう
か。

15 15 12 9 4.5 0

イベント運営について、安全対策に留意した
提案かどうか。

15 15 12 9 4.5 0

実現可能性 実現可能性のある具体的な提案かどうか。 15 15 12 9 4.5 0

取組意欲
わかりやすく熱意のあるプレゼンテーション
となっていたか。

10 10 8 6 3 0

信頼性 質疑への応答は的確だったか。 10 10 8 6 3 0

(全提案者中の最低見積金額／提案者の見積
金額)×配点 (小数点以下切り捨て)

20

配点合計 150 合計

２　評価の方法について

（１）各委員は、提出された企画提案書の内容やプレゼンテーションでの説明、質疑応答から上記の評価項目及び評価基準

に基づき、提案者ごとに点数評価を行う。

（２）各委員の評価点を合算した値（合計評価点）が最も高い提案者を受託候補者として特定する。ただし、合計評価点が

同点の場合は、企画提案力に関する評価項目において各委員の評価点を合算した値が高い提案者を受託候補者とする。

（３）提案者が１者のみの場合、見積金額を除く評価項目にかかる全委員の平均得点が6割(78点)に満たない場合は、要求水準

を満たしていないとみなして、受託候補者としない。

（４）「業務実績」は、実績調書（様式第３号）の記載内容に基づいて評価点を算出する。
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